重度障害者日常生活用具給付事業委託に関する覚書

（趣旨）
第１条　熊本市（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（以下「乙」という。）との間に熊本市重度障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づく日常生活用具の給付を行う際の委託業務等について次のとおり覚書を締結する。

（日常生活用具の給付等）
第２条　乙は、日常生活用具給付決定を受けた障害者又は障害児の保護者（以下「日常生活用具給付対象障害者等」という。）に対し、日常生活用具給付券に記載された事項に基づき、日常生活用具の給付を行うものとする。
２　乙は、日常生活用具給付対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

（利用者負担額の受領）
第３条　乙は、その給付を行う日常生活用具について、日常生活用具給付対象障害者等に日常生活用具を引き渡す際に、日常生活用具給付対象障害者等から日常生活用具給付券に記載された利用者負担額の支払を受けるものとする。
２　日常生活用具の給付に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした日常生活用具給付対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

（請求）
第４条　乙は、甲に対して日常生活用具の給付に要した費用を請求する場合には、請求書に日常生活用具給付券を添えて請求しなければならない。   
２　甲は、乙から日常生活用具の給付に要した費用の適法な請求を受けた日から３０日以内にその額を支払うものとする。 

（変更等の届出）
第５条　乙は、名称又は所在地その他の事項に変更があった場合、及び当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに甲に対し届け出なければならない。

（事業委託の取り消し）
第６条　甲及び乙は、次の場合には一方的にこの事業委託を取り消すことができる。
(１)　この覚書の履行に関し詐欺その他不正行為があった場合。
(2) 覚書条項に違反があった場合。

（日常生活用具引き渡し後のサービス及び改善）
第７条　日常生活用具の引き渡し後、乙は日常生活用具給付対象障害者等に対し，必要に応じて適切なアフターサービスを行うものとする。

２　日常生活用具の引き渡し後、乙の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、甲は不備な箇所を指摘して、乙の負担においてこれを改善させることができる。

（不正利得の徴収等）
第８条　乙が、偽りその他の不正の手段によって日常生活用具の給付に係る費用の支払を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、甲は当該支払額の全部又は一部の返還を求めることができる。

（関係帳簿等の保存）
第９条　乙は、この覚書による帳簿及び関係書類を５か年間保存しなければならない。

（協議事項）
第１０条　この覚書に定めのない事項及び疑義が生じた場合の取扱いについては、別途甲乙協議
　のうえ決定する。

（有効期間）
第１１条　この覚書の有効期間は、　　　　年（令和　　年）　月　　日から　　　　年（令和年）　月　　日までとする。

  この覚書締結の証として、本書２通を作成し、双方連名捺印の上、各自１通を保有するものとする。                                                   

　　　　　  　　　　　年　　月　　日

甲	熊本市中央区手取本町１番１号
　　　　熊本市
代表者　熊本市長　大　西　一　史
                         
乙	住所
氏名　　　　　　　　　　　　　　　印
